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株式会社野村総合研究所 

学会に所属する医師の皆様を対象とした 

美容医療に関するアンケート調査 期限延長のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格段のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

現在弊社では、厚生労働省の委託事業である令和６年度「医師の診療科偏在対策の検討に

資する美容医療に従事する医師及び合併症等の治療に係る実態調査業務」を実施しており

ます。先日ご案内いたしました、本アンケートについて、回答状況を鑑み、期限の延長をさ

せていただきましたので、改めてご案内させていただきます。 

本調査事業では、美容医療に従事した経験のある医師に対して、キャリア等に関するアン

ケート調査を実施し、美容医療に従事する医師の状況や、医師の診療科偏在対策の検討に資

する実態や課題を把握することを目的としております。 

なお、本調査の実施に当たり、日本医学会連合のご協力をいただき、関連学会の皆様への

ご案内をさせていただく運びとなりました。日本医学会連合に加盟されている関連学会の

皆様には、医師の皆様のより良いキャリア形成の実現のために本調査研究にご協力いただ

けますことをこの場を借りて心より感謝申し上げます。 

 

つきましては、下記のリンクもしくは QR コードにアクセスいただき、Web 上でのアン

ケート調査にご協力いただけますと幸いです。 

 なお、本アンケートは「美容医療に従事した経験のある医師の方」向けのアンケートでご

ざいますので、該当する方のみご回答を賜れますと幸いです。 

【アンケート先リンク】 

https://questant.jp/q/R6mhlw_direct_aesthetic_med 

 

誠に勝手ながらご回答期限は令和 7年 3月 21日(金)正午までとさせていただきます。 

ご多用のこととは存じますが、本実態調査事業へのご協力を賜れますと幸いです。 

なお、回答頂きました内容は統計的に処理を施し、個別の回答結果が第三者に漏れること

がないよう、弊社の責任において厳に管理いたします。また、本実態調査事業の委託元であ

る厚生労働省に対して、本実態調査事業により得られたデータや集計結果の報告書を提供

させていただきますことをあらかじめご了承ください。なお、これらは厚生労働省における

検討会資料等において活用される場合があります。 

ご多用中のところ誠に恐れ入りますが、上記主旨をご理解いただきました上で、ご協力賜

りますよう宜しくお願い申し上げます。 
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【本調査に関するお問い合わせ】 

 事務局 株式会社野村総合研究所 ヘルスケア・サービスコンサルティング部 

担当：下松 未季／藤原 浩平／松本 大夢／竹村 颯人 

 E-mail : contact-aesthetic-med-survey@nri.co.jp 
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